
※下記日程以外にも、ご要望により貴事業所にて出張 講習を実施いたします。 ぜひご相談下さい。

Ｈ２９
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
Ｈ３０
１月

２月 ３月

玉掛け
山口労働局長登録教習機関　第２５号
登録有効期間　平成３１年３月３０日

18～19
20

18～19
20

10～11
12

10～11
12

床上操作式クレーン
山口労働局長登録教習機関　第９０号

登録有効期間平成３１年３月３０日

10～11
12～13

5～6
7～8

小型移動式クレーン
山口労働局長登録教習機関　第９１号

登録有効期間平成３１年３月３０日

5～6
7

20～21
22

ガス溶接
山口労働局長登録教習機関　第４０号

登録有効期間平成３１年３月３０日

11～12
12

19～20
20

10～11
11

フォークリフト
山口労働局長登録教習機関　第１４７号

登録有効期間平成３１年３月３０日

16
17～19

19
20～22

23
26～28

ボイラー取扱
山口労働局長登録教習機関　第３２号

登録有効期間平成３１年３月３０日
24～25

20～21
22

 クレーン取扱い業務等
27～28

28
3～4

4

自由研削用といしの取替え等
の業務に係る特別教育

6
6

アーク溶接等
の業務に係る特別教育

21～22
22～23

天井クレーン
定期自主検査者安全教育

移動式クレーン
定期自主検査者安全教育

＜開催会場：下関市　　　山口県西部高等産業技術学校＞
※平成３０年３月のガス溶接講習会場を除く

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　山口事務所　　 申込用紙はこちら→
754-0014　山口県山口市小郡高砂町３－２６

種　　　類

ボイラー実技
山口労働局長登録教習機関　第１４１号

登録有効期間　平成３１年６月１２日

※赤字は実技講習日です。

技
能
講
習

特
別
教
育

安
全
教
育

【玉掛け技能講習】 

つり上げ荷重１トン以上のク

レーン等に荷掛け及び荷外

しを行うときに必要な資格 

【床上操作式ｸﾚｰﾝ運転技能講習】 

つり上げ荷重が５トン以上の床上操作

式クレーンを運転するのに必要な資格 

【小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習】 

つり上げ荷重が１トン以上５トン未

満の移動式クレーンを運転するの

に必要な資格 

【ボイラー取扱技能講習】 

小規模ボイラーを運転するときに

必要な資格 

【フォークリフト運転技能講習】 

最大荷重が１トン以上のフォークリ

フトを運転するのに必要な資格 

【ガス溶接技能講習】 

 可燃性ガス及び酸素を用いて行

う金属の溶接、溶断又は加熱の

業務をするときに必要な資格

３月のガス溶接講習会場は 

山口県立大津緑洋高等学校開催です 

≪山口労働局長登録教習機関≫ 

玉掛け技能講習       第25号  31.3.30(有効期間) 

ガス溶接技能講習      第40号  31.3.30(有効期間) 

ボイラー取扱技能講習  第32号  31.3.30(有効期間) 

床上操作式クレーン運転技能講習   第90号  31.3.30(有効期間

小型移動式クレーン運転技能講習     第91号  31.3.30(有効期間

フォークリフト運転技能講習  第147号  31.3.30(有効期間) 

ボイラー実技講習    第141号  31.6.12(有効期間) 

天井クレーン定期自主検査者安全教育は平成３０年度に実施予定 

移動式クレーン定期自主検査者安全教育は平成３０年度に実施予定 


